
 

公告第 151 号 

平成２４年２月２２日 

公       告 

     

中部アイティ産業健康保険組合 

                              理事長 鈴木 勉  

 

平成２４年度の一般保険料率の改定について 

 

 

平成２４年２月１３日に開催した第１７回組合会において、中部アイティ産業健康保険組合の一

般保険料率を改定することに決定し、東海北陸厚生局より認可されたので下記により公告します。 

 

記 

 

１. 改定後の保険料率 ９５.００/１０００（現行 ９３.４０/１０００） 

 （1）一般保険料率  ９３.７０/１０００（現行 ９２.１０/１０００） 

       内訳 基本保険料率 ４５.３６/１０００（現行 ５４.７６/１０００） 

             特定保険料率 ４８.３４/１０００（現行 ３７.３４/１０００） 

      ※特定保険料率は、一般保険料率のうち、高齢者医療などへの支援金に 

充てるための保険料率です。 

(2)調整保険料率     １.３０/１０００（改定なし） 

 

２. 負担割合 

事 業 主：５０％（４７.５０/１０００） 

被保険者：５０％（４７.５０/１０００） 

 

３. 適用期間 平成２４年３月保険料（４月徴収分）～平成２５年２月保険料（３月徴収分） 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

              

 


